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新春講演会２０２６

１月２３日（金）、ホテルニューオータニ長岡にて
「パートナーズプロジェクト新春講演会」を開催しました。

講演会では、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務
士など、各分野の専門家が登壇し、「法務の時間」「相続
の時間」「労務の時間」「調査の時間」の４つのテーマに
ついて、分かりやすい解説が行われました。実務に直結す
る内容も多く、終始関心を持ってご聴講いただきました。
また、「デザインの時間」では、（株）ネオスより、デ
ザインをテーマに創造することの楽しさを体験できるプロ
グラムが行われ、これまでとは一味違った視点から学びを
深める機会となりました。

新春講演会お申込みはこちら
☞
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今月のホワイエはひな祭り

本講演会を通じて、専門知識の共有だけでなく、新たな気づきや交流が生まれる有意義な時間となりまし
た。今後もパートナーの皆さまとともに、価値ある情報発信を続けてまいります。
大雪にも関わらず多くのお客様にご来場いただきありがとうございました。



新年あけましておめでとうございます。
私たちはデザインを、つくって終わるものではなく、課題や想いに寄り添い、ともに考え、と
もに前に進むための力だと考えています。対話を重ねながら歩幅を合わせ、その企業や地域らし
い価値や未来を形にしていく、そんな伴走型のデザインを大切にしています。小さな一歩の積み
重ねが、次の挑戦につながると信じ、本年も皆さまとともに歩んでまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。

明けましておめでとうございます。
変化が多い時勢ですが、このような時こそ、基本に立ち返り堅実に仕事をしていきたいと考え
ています。そのためにも、パートナーズプロジェクトの一員として、他士業と連携し、依頼者様
のため、地域のため、適切・迅速な法的サービスを提供していきたいと考えております。今年も、
よろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。新しい年をいかがお迎えのことでしょう。
昨年は、階段で転倒することも、尿路結石で苦しむこともなく、無事に一年を過ごすことがで
きました。昨年の目標は、養生中に増えた体重を３kg落とすことでしたが、パソコンを相手に座
り続ける仕事では、減量は容易ではありません。スマホに「フィットネス」のアプリを入れて、
歩数管理をしております。裁判所と事務所間を２往復すれば、１日の目標歩数は、ほぼクリアで
きます。ところが、今年は本格的にWebで裁判を行うことになるので、歩数稼ぎも難しくなりそ
うです。お客様から「大きくなりましたね。」と言われないことが目標です。

アマゾンのジェフ・べゾス、テスラのイーロン・
マスク、マイクロソフトのビル・ゲイツ。この３人
の共通点をご存じだろうか？ 答えは物凄い読書家
ということ。この３人が小さいときから大人になる
までに、主としてどのような本を読んできたのかを
合計１００冊紹介し、その簡単な内容まで解説した
のが、「天才読書」という文庫本。彼らに少しでも
追いつくために、ここで紹介されている本の読破を
始めた私です。

思わず撮った！気になった！美味しいものや素敵な風景など、携帯電話に入っているお気に入りの写真を順番に紹介していきます！
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新年ご挨拶

第６８回 松田 敏之

高野法律事務所

今月はこのお二人の記事が掲載されています。
弊社ホームページにて毎月更新しております。
是非ご覧ください。

ＰＬＡＺＡ内の各代表ご挨拶 第２弾は２月号に掲載いたします

第２弾

砂山法律事務所 所長 砂山 雅人

ほしの法律事務所 所長 星野 徹

新年あけましておめでとうございます。
不動産の相続登記が義務になったことによって、相続登記や相続放棄の相談が増えてきました。
また、相続の前段階として、後見制度や民事信託の相談も増えてきて、信託の登記も数件受任し
ました。お客様自身もネットや雑誌等でいろいろな情報を集めて勉強されていますので、こちら
としても最新の情報でお役に立てるよう準備をしてまいります。本年もよろしくお願い申し上げ
ます。 司法書士法人 長谷川合同事務所 代表社員 長谷川 幹

株式会社ＮＥＯＳ 代表取締役会長 山本 敦

ホームページはこちら

NEW！２／１５ＨＰ掲載

拝啓経営者殿

代表取締役 五味由紀子

２／１ＨＰ掲載

代表 土田 正憲

【中小企業における「人的資本経営」のすすめ】

コアコンサルティング株式会社ＧＦＮ

セミナーのお知らせ

２月２７日（金）１５：３０～１７：００
パートナーズＰＬＡＺＡにて

「取適法の改正への対応は万全ですか？」

講師：砂山法律事務所
弁護士 砂山 雅人 セミナーのお申込みはこちら☞

①取適法のざっくり解説 ②買い叩き規制について
③手形払等の禁止について ➃フリーランス法について

【AIを相棒に、社員を「経営参謀」に変え、未来を
切り拓く未来創造ワークショップ」のご紹介】
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